
 

1 

ｑ 

 

 

 

 

 

目         次 

 
      人事委員会規則     ﾍﾟｰｼﾞ 

○ 職員の給与に関する規則の一部を改正する規則 …………………………………………………………… １ 
 

公布された法令のあらまし 

 

◎職員の給与に関する規則の一部を改正する規則（人事委員会規則第６号） 

職員採用試験における試験区分の見直しに伴い、所要の整備を行うこととした。 
 
 

人 事 委 員 会 規 則 

 

職員の給与に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

令和５年６月27日 

                                  兵庫県人事委員会       

委員長 田 中 基 康  

兵庫県人事委員会規則第６号 

職員の給与に関する規則の一部を改正する規則 

 職員の給与に関する規則（昭和35年兵庫県人事委員会規則第12号）の一部を次のように改正する。 

別表第１正規の試験の款中「行政Ａ（大卒程度）・経験者」を「事務系職種又は技術系職種（大卒程度・経験

者）」に、「行政Ｂ（高卒程度）」を「事務系職種又は技術系職種（高卒程度）」に改める。 

別表第５正規の試験の款中「行政Ａ（大卒程度）・経験者」を「事務系職種又は技術系職種（大卒程度・経験

者）」に、「行政Ｂ（高卒程度）」を「事務系職種又は技術系職種（高卒程度）」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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